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○五島市奨学金返還支援助成金（ばらかもん奨学助成金）交付要綱 

平成29年３月31日告示第32号 

改正 

平成29年10月20日告示第115号 

令和２年３月31日告示第27号 

令和２年５月22日告示第65号 

令和３年３月31日告示第28号 

令和６年３月27日告示第22号 

五島市奨学金返還支援助成金（ばらかもん奨学助成金）交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、若年層の定住の促進及び市内の産業を担う人材の確保を図り、人口減少対策を推進

するため、予算の定めるところにより、市内で就労し、かつ、奨学金を返還する者に対し、奨学

金返還支援助成金（ばらかもん奨学助成金）（以下「助成金」という。）を交付するものとし、

その交付については、五島市補助金等交付規則（平成16年五島市規則第44号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 奨学金 次に掲げるものをいう。 

ア 五島市奨学資金 

イ 公益財団法人長崎県育英会奨学金 

ウ 独立行政法人日本学生支援機構奨学金 

エ アからウまでに掲げるもののほか、公共団体又は公共的団体が貸与する奨学金又はそれに

類するもので市長が認めるもの 

(２) Ｕターン者 奨学金の貸与を受ける以前に市内に在住していた者であって、市に転入した

ものをいう。 

(３) Ｉターン者 Ｕターン者以外の者であって、市に転入したものをいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

(１) 奨学金の貸与を受けた者 
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(２) 助成金を申請する日（以下「申請日」という。）の属する市の会計年度の前年度の１月１

日において、35歳未満の者 

(３) 定住を目的として市内で就労する者（国の機関又は地方公共団体の正規職員（長崎県病院

企業団に勤務する看護師を除く。）として就労する者及び事業所等の人事異動、研修その他の

理由により一時的に市内で就労する者を除く。） 

(４) 奨学金の返還金及び税（国民健康保険税を含む。以下同じ。）を滞納していない者 

（助成金の額等） 

第４条 助成金の額、助成限度額等は、別表のとおりとする。 

（申請書の提出期限） 

第５条 規則第４条の規定による申請書の提出期限は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該

各号に定める日とする。 

(１) 返還金の割賦方法が月賦（半年賦併用を含む。）であり、申請の種別が分割申請のうち前

期申請である申請 助成金の交付の対象となる期間の属する年の７月末日 

(２) 前号に掲げる申請以外の申請 助成金の交付の対象となる期間の属する年の翌年の２月10

日 

（申請書に添付すべき書類） 

第６条 規則第４条第４号の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。 

(１) 奨学金返還等計画書（様式第１号） 

(２) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与総額及び返還計画を証する書類又は証明願（様式

第２号） 

(３) 奨学金の返還金額を証するもの 

(４) 住民票の写し 

(５) 以前に市内に在住していたことを証する書類（年間の奨学金の返還額が24万円を超えるＵ

ターン者に限る。） 

(６) 税を滞納していないことを証する書類 

(７) 就労証明書（様式第３号）又は就労報告書（様式第４号） 

(８) その他市長が必要と認める書類 

（助成金の交付） 

第７条 規則第16条第１項の規定による交付請求書に添付する書類は、助成金の交付を受けようと

する者の本人名義の通帳の写しとする。 
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（助成金の交付手続の特例） 

第８条 この助成金の交付については、規則第26条の規定により、規則第７条の規定による交付決

定の通知及び規則第14条の規定による額の確定の通知は併合し、規則第13条の規定による実績報

告は省略するものとする。 

２ 前項の規定による助成金の交付の決定及び額の確定の通知は、奨学金返還支援助成金交付決定

通知書及び交付額確定通知書（様式第５号）により行うものとする。 

（交付台帳等の管理） 

第９条 市長は、助成金の交付の内容について、奨学金返還支援助成金管理台帳（様式第６号）及

び奨学金返還支援助成金交付台帳（様式第７号）により管理するものとする。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、平成29年４月１日から施行し、同日以後に転入した者又は市内の高等学校を卒業し

た後、市外へ転出することなく奨学金の返還を開始した者（同日前は奨学金の返還の据置期間であ

ったことにより返還を要しなかった者であって、同日以後に返還を開始したものを除く。）に係る

助成金から適用する。 

附 則（平成29年10月20日告示第115号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成29年10月20日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の五島市奨学金返還支援助成金（ばらかもん奨学助成金）交付要綱の規定は、次に掲げ

る者が平成29年４月１日（以下「基準日」という。）以後に返還した奨学金に係る助成金から適

用する。 

(１) 平成29年２月１日以後に大学等（大学、短期大学、専修学校、高等専門学校又は高等学校

をいう。以下同じ。）を卒業した者（大学院の課程を修了した者を含む。） 

(２) 平成28年度の課程を修了した後に大学等を退学した者 

(３) 基準日以後に大学等を退学した者（前号に掲げる者を除く。） 

(４) 基準日以後に市に転入した者 

附 則（令和２年３月31日告示第27号） 

（施行期日） 
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１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示による改正後の別表備考第３項の規定に基づく特定就労期間に係る助成限度額の加算

は、この告示の施行の日以後の特定就労期間について適用する。 

附 則（令和２年５月22日告示第65号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年５月22日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示による改正後の五島市奨学金返還支援助成金（ばらかもん奨学助成金）交付要綱の規

定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金から適用する。 

附 則（令和３年３月31日告示第28号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示による改正後の五島市奨学金返還支援助成金（ばらかもん奨学助成金）交付要綱の規

定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金から適用する。 

附 則（令和６年３月27日告示第22号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この告示による改正後の五島市奨学金返還支援助成金（ばらかもん奨学助成金）交付要綱の規

定は、この告示の施行の日以後の申請に係る奨学金返還支援助成金から適用する。 

別表（第４条関係） 

申請の区分 

対象期間 助成金額 助成限度額 返還金の割賦方

法 
申請種別 

月賦（半年賦併

用を含む。） 

分割申

請 

前期申請 １月１日から６月30

日まで 

対象期間中に返還す

べき奨学金の額及び

利息相当額のうち実

年間36万円

（Ｕターン者

である長崎県後期申請 ７月１日から12月31
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日まで 際に返還した奨学金

の額及び利息相当額 

病院企業団に

勤務する看護

師及びＩター

ン者にあって

は、年間24万

円）。ただし、

前期申請又は

後期申請の場

合における各

申請に係る助

成限度額は、

年間の助成限

度額の２分の

１の額とす

る。 

一括申請 １月１日から12月31

日まで 

上記以外 一括申請 １月１日から12月31

日まで 

備考 

１ 市内に住所を有し、かつ、市内で就労する期間（以下「就労期間」という。）が、対象期

間に満たない場合の助成金額は、各期間の助成金額を、当該各期間の月数のうち就労期間の

月数（月の初日から末日までを通して市内に住所を有し、かつ、市内で就労した月の合計数

をいう。）の割合（以下「就労割合」という。）で按分した額とする。 

２ 前項の規定が適用される場合における助成金の限度額は、表に掲げる助成限度額を、就労

割合で按分した額とする。 

３ Ｉターン者（長崎県病院企業団に勤務する看護師を除く。）で、各対象期間における就労

期間のうち医療又は福祉の分野で就労した期間（以下「特定就労期間」という。）があるも

のに係る助成限度額は、表に掲げる助成限度額（前項の規定が適用される場合は、同項の規

定により算定した額）に、当該特定就労期間の月数（月の初日から末日までを通して市内に

住所を有し、かつ、市内で医療又は福祉の分野で就労した月の合計数をいう。）に１万円を

乗じて得た額を加算した額とする。 

４ 奨学金の返還を対象とした他の補助を受ける場合は、対象期間中の奨学金の返還額から当
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該補助の額を控除し、その残額について助成するものとする。 

５ 助成金の交付は、奨学金の返還を開始すべき月から10年間を限度とする。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 

 



12/12 

様式第６号（第９条関係） 

 

様式第７号（第９条関係） 

 


